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業」のうち「入出港等航行援助業務に関する調査」の内容をとりまとめたものである。

調査研究の実施にあたって、ご協力をいただいた関係各位に深く謝意を表する次第

である。
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1 調査目的 

近年、わが国の港湾は、入港船舶及び機能の多様化に対応するための工事が活発で、形状の

変貌などが著しく、海上交通の安全を阻害する諸要因が複雑多岐に存在する状況となっている。 

本調査は、これら港湾における水先に関する諸問題について調査を行い、船舶の航行の安全

に資することを目的として実施したものである。 

 

2 調査内容 

船舶交通が輻輳する瀬戸内海において過去発生した衝突・乗揚海難の発生位置を調査すると

ともに、AIS（船舶自動識別装置、以下同じ。）陸上局の記録データより、当該海域における

AIS 搭載船舶の航行状況を整理した。 

また、瀬戸内海で発生した代表的な衝突及び乗揚海難の事例について、海難審判採決録より

調査した。 

 

3 調査対象 

3.1 調査対象海域 

瀬戸内海のうち、明石海峡、備讃瀬戸及び来島海峡を調査対象海域とした。 

各海域の範囲は図 3.1-1～図 3.1-3のとおりとした。 

 

 

図 3.1-1 対象海域：明石海峡 
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図 3.1-2 対象海域：備讃瀬戸 

 

 

図 3.1-3 対象海域：来島海峡 
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図 3.1-2 対象海域：備讃瀬戸 

 

 

図 3.1-3 対象海域：来島海峡 
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3.2 調査対象期間 

平成 13 年（2001 年）から平成 24 年（2012 年）の間に明石海峡、備讃瀬戸及び来島海峡

で発生した衝突海難と乗揚海難を対象とした。 

 

4 調査方法 

4.1 衝突及び乗揚海難の発生位置 

海上保安庁よりデータ提供を受け、平成 13 年（2001 年）から平成 24 年（2012 年）の間

に対象海域で発生した衝突及び乗揚海難の位置図を作成した。 

 

4.2 AIS 搭載船舶の航行状況 

平成 24 年（2012 年）8 月の１ヶ月間における対象海域内の AIS 陸上局の受信記録より、

AIS 搭載船舶（国際航海に従事する 300 総トン以上の全ての船舶、国際航海に従事する全て

の旅客船及び国際航海に従事しない 500 総トン以上の全ての船舶は、AIS を搭載することが

義務付けられている。）を対象に、明石海峡、備讃瀬戸及び来島海峡を航行した船舶の航跡

図を作成した。 

 

4.3 衝突及び乗揚海難の発生状況 

海難審判採決録*より、明石海峡、備讃瀬戸及び来島海峡周辺の瀬戸内海で発生した衝突及

び乗揚海難について、平成 9 年（1997 年）から平成 22 年（2010 年）の間に裁決が言い渡さ

れた事例を抽出し、整理した。 

 

                                                  
*  海難審判庁（http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/04saiketsu.htm） 
日本財団図書館（http://nippon.zaidan.info/kainan/index.htm） 
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5 調査結果 

5.1 衝突・乗揚海難位置 

5.1.1 明石海峡 

海上保安庁提供データより、明石海峡で発生した衝突・乗揚海難について、海難船舶の

用途別、総トン階区分別に隻数を集計すると、表 5.1.1に示すとおりである。また、衝突

海難と乗揚海難の用途別内訳は、それぞれ図 5.1-1と図 5.1-2に示すとおりである。 

調査 12 ヵ年において、明石海峡では衝突海難が 149 隻、乗揚海難が 35 隻発生した。 

衝突海難は、船種別にみると、遊漁船とプレジャーボートが全体の 47.0%を占め、次い

で貨物船が 26.8%と多く、船型別にみると、500 総トン未満の船舶が全体の 72.5%を占め

ている。 

乗揚海難は、船種別にみるとプレジャーボートが全体の 68.6%を占め、次いで貨物船が

17.1%と多く、船型別にみると、91.4%が 500 総トン未満である。 

明石海峡における衝突海難位置を図 5.1-3～図 5.1-8に、乗揚海難位置を図 5.1-9～図 

5.1-14に示す。 
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表 5.1.1 明石海峡における用途別・トン階級別の衝突・乗揚海難隻数（平成 13～24 年） 

（単位：隻） 

海難 
種類 

用途 

 
 
 

総トン階区分 

貨
物
船 

タ
ン
カ
ー 

旅
客
船 

作
業
船 

漁
船 

遊
漁
船 

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト 

そ
の
他 

合
計 

衝
突
海
難 

0-500GT 19 3 0 1 4 38 32 11 108

500-1,000GT 5 1 0 0 0 0 0 2 8

1,000-3,000GT 11 1 3 0 0 0 0 3 18

3,000-6,000GT 1 0 1 0 0 0 0 1 3

6,000-10,000GT 3 0 2 0 0 0 0 0 5

10,000-20,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,000-30,000GT 0 0 2 0 0 0 0 1 3

30,000-40,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,000-50,000GT 1 1 0 0 0 0 0 0 2

50,000-100,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,000GT- 0 2 0 0 0 0 0 0 2

 衝突計 40 8 8 1 4 38 32 18 149

乗
揚
海
難 

0-500GT 4 3 0 1 0 0 24 0 32

500-1,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,000-3,000GT 0 0 1 0 0 0 0 0 1

3,000-6,000GT 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6,000-10,000GT 1 0 0 0 0 0 0 0 1

10,000-20,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,000-30,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30,000-40,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,000-50,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,000-100,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,000GT- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 乗揚計 6 3 1 1 0 0 24 0 35

 合計 46 11 9 2 4 38 56 18 184
海上保安庁提供データ 
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図 5.1-1 衝突海難の船種・船型内訳（明石海峡） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-3 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、全船型） 

 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-4 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-3 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、全船型） 
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図 5.1-4 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-5 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、500～1000 総トン） 

 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-6 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-5 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、500～1000 総トン） 
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図 5.1-6 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-7 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、3000～10000 総トン） 

 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-8 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、10000 総トン以上） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-7 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、3000～10000 総トン） 
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図 5.1-8 平成 13～24 年の衝突海難位置図（明石海峡、10000 総トン以上） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-9 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、全船型） 
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図 5.1-10 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-9 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、全船型） 
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図 5.1-10 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-11 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、500～1000 総トン） 

 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-12 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-11 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、500～1000 総トン） 

 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-12 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-13 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、3000～10000 総トン） 

 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-14 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、10000 総トン以上） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-13 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、3000～10000 総トン） 

 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-14 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（明石海峡、10000 総トン以上） 
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5.1.2 備讃瀬戸 

海上保安庁提供データより、備讃瀬戸で発生した衝突・乗揚海難について、海難船舶の

用途別、総トン階区分別に隻数を集計すると、表 5.1.2に示すとおりである。また、衝突

海難と乗揚海難の用途別内訳は、それぞれ図 5.1-15と図 5.1-16に示すとおりである。 

調査 12 ヵ年において、備讃瀬戸では衝突海難が 668 隻、乗揚海難が 303 隻発生した。 

衝突海難は、船種別にみると、遊漁船とプレジャーボートが全体の 49.4%を占め、次い

で貨物船が 26.5%と多く、船型別にみると、500 総トン未満の船舶が全体の 76.5%を占め

ている。 

乗揚海難は、船種別にみると遊漁船とプレジャーボートが全体の 44.3%を占め、次いで

貨物船が 35.3%と多く、船型別にみると、84.5%が 500 総トン未満である。 

備讃瀬戸における衝突海難位置を図 5.1-17～図 5.1-22に、乗揚海難位置を図 5.1-23～

図 5.1-28に示す。 
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表 5.1.2 備讃瀬戸における用途別・トン階級別の衝突・乗揚海難隻数（平成 13～24 年） 

（単位：隻） 

海難 
種類 

用途 

 
 
 

総トン階区分 

貨
物
船 

タ
ン
カ
ー 

旅
客
船 

作
業
船 

漁
船 

遊
漁
船 

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト 

そ
の
他 

合
計 

衝
突
海
難 

0-500GT 78 46 14 1 12 175 155 30 511

500-1,000GT 12 9 9 0 0 0 0 13 43

1,000-3,000GT 34 5 0 2 0 0 0 10 51

3,000-6,000GT 20 4 1 0 0 0 0 1 26

6,000-10,000GT 16 1 1 0 0 0 0 1 19

10,000-20,000GT 8 0 0 0 0 0 0 0 8

20,000-30,000GT 4 1 0 0 0 0 0 0 5

30,000-40,000GT 2 0 0 0 0 0 0 0 2

40,000-50,000GT 1 0 0 0 0 0 0 0 1

50,000-100,000GT 1 0 0 0 0 0 0 0 1

100,000GT- 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 衝突計 177 66 25 3 12 175 155 55 668

乗
揚
海
難 

0-500GT 76 11 2 2 4 32 102 27 256

500-1,000GT 4 5 1 0 0 0 0 2 12

1,000-3,000GT 11 3 0 0 0 0 0 3 17

3,000-6,000GT 5 2 0 0 0 0 0 0 7

6,000-10,000GT 8 0 0 0 0 0 0 0 8

10,000-20,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,000-30,000GT 1 0 0 0 0 0 0 0 1

30,000-40,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,000-50,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,000-100,000GT 1 0 0 0 0 0 0 0 1

100,000GT- 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 乗揚計 107 21 3 2 4 32 102 32 303

 合計 284 87 28 5 16 207 257 87 971
海上保安庁提供データ 
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図 5.1-15 衝突海難の船種・船型内訳（備讃瀬戸） 
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図 5.1-16 乗揚海難の船種・船型内訳（備讃瀬戸） 
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5.1.3 来島海峡 

海上保安庁提供データより、来島海峡で発生した衝突・乗揚海難について、海難船舶の

用途別、総トン階区分別に隻数を集計すると、表 5.1.3に示すとおりである。また、衝突

海難と乗揚海難の用途別内訳は、それぞれ図 5.1-29と図 5.1-30に示すとおりである。 

調査 12 ヵ年において、来島海峡では衝突海難が 168 隻、乗揚海難が 65 隻発生した。 

衝突海難は、船種別にみると、遊漁船とプレジャーボートが全体の 41.0%を占め、次い

で貨物船が 36.3%と多く、船型別にみると、500 総トン未満の船舶が全体の 67.9%を占め

ている。 

乗揚海難は、船種別にみると、貨物船が全体の 36.9%を占め、次いで遊漁船とプレジャー

ボートが 30.8%、タンカーが 21.5%と多く、船型別にみると、69.2%が 500 総トン未満で

ある。 

来島海峡における衝突海難位置を図 5.1-31～図 5.1-36に、乗揚海難位置を図 5.1-37～

図 5.1-42に示す。 
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表 5.1.3 来島海峡における用途別・トン階級別の衝突・乗揚海難隻数（平成 13～24 年） 

（単位：隻） 

海難 
種類 

用途 

 
 
 

総トン階区分 

貨
物
船 

タ
ン
カ
ー 

旅
客
船 

作
業
船 

漁
船 

遊
漁
船 

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト 

そ
の
他 

合
計 

衝
突
海
難 

0-500GT 21 10 2 1 2 34 35 9 114

500-1,000GT 8 3 1 0 0 0 0 0 12

1,000-3,000GT 15 2 0 0 0 0 0 2 19

3,000-6,000GT 11 4 0 0 0 0 0 0 15

6,000-10,000GT 5 0 2 0 0 0 0 0 7

10,000-20,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,000-30,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30,000-40,000GT 1 0 0 0 0 0 0 0 1

40,000-50,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,000-100,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,000GT- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 衝突計 61 19 5 1 2 34 35 11 168

乗
揚
海
難 

0-500GT 8 12 0 0 0 8 12 5 45

500-1,000GT 2 1 0 0 0 0 0 0 3

1,000-3,000GT 4 0 0 0 0 0 0 2 6

3,000-6,000GT 2 1 0 0 0 0 0 0 3

6,000-10,000GT 6 0 0 0 0 0 0 0 6

10,000-20,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,000-30,000GT 2 0 0 0 0 0 0 0 2

30,000-40,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,000-50,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,000-100,000GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,000GT- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 乗揚計 24 14 0 0 0 8 12 7 65

 合計 85 33 5 1 2 42 47 18 233

海上保安庁提供データ 
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図 5.1-29 衝突海難の船種・船型内訳（来島海峡） 
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図 5.1-30 乗揚海難の船種・船型内訳（来島海峡） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-31 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、全船型） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-32 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-31 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、全船型） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-32 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-33 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、500～1000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-34 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-33 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、500～1000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-34 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-35 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、3000～10000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-36 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、10000 総トン以上） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-35 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、3000～10000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-36 平成 13～24 年の衝突海難位置図（来島海峡、10000 総トン以上） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-37 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、全船型） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-38 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-37 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、全船型） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-38 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、500 総トン未満） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-39 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、500～1000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-40 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-39 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、500～1000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-40 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、1000～3000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-41 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、3000～10000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-42 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、10000 総トン以上） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-41 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、3000～10000 総トン） 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.1-42 平成 13～24 年の乗揚海難位置図（来島海峡、10000 総トン以上） 
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5.2 AIS 搭載船舶の航行状況 

海上保安庁よりデータの提供を受け、平成 24 年（2012 年）8 月の１ヶ月間における明石

海峡、備讃瀬戸及び来島海峡の AIS 搭載船舶の航跡図を作成し、それぞれ図 5.2-1～図 5.2-5

に明石海峡、図 5.2-7～図 5.2-11に備讃瀬戸、図 5.2-13～図 5.2-17に来島海峡の船型区分

別航跡図を示す。 

また、これら AIS 搭載船舶の航跡図（平成 24 年 8 月）と平成 13 年（2001 年）～平成 24

年（2010 年）の間に明石海峡、備讃瀬戸及び来島海峡のそれぞれで発生した衝突・乗揚海難

の位置図を重畳表示したものを作成し、明石海峡を図 5.2-6に、備讃瀬戸を図 5.2-12に、来

島海峡を図 5.2-18に示す。 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-1 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、0～500 総トン） 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-2 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、500～1000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-1 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、0～500 総トン） 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-2 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、500～1000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-3 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、1000～3000 総トン） 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-4 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、3000～10000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-3 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、1000～3000 総トン） 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-4 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、3000～10000 総トン） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-5 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、10000 総トン以上） 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-6 AIS 搭載船舶の航跡図と衝突乗揚海難位置（明石海峡、平成 24 年 8 月） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-5 AIS 搭載船舶の航跡図（明石海峡、平成 24 年 8 月、10000 総トン以上） 

 

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-6 AIS 搭載船舶の航跡図と衝突乗揚海難位置（明石海峡、平成 24 年 8 月） 
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Ｎ

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-13 AIS 搭載船舶の航跡図（来島海峡、平成 24 年 8 月、0～500 総トン） 

Ｎ

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-14 AIS 搭載船舶の航跡図（来島海峡、平成 24 年 8 月、500～1000 総トン） 
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Ｎ

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-15 AIS 搭載船舶の航跡図（来島海峡、平成 24 年 8 月、1000～3000 総トン） 

Ｎ

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-16 AIS 搭載船舶の航跡図（来島海峡、平成 24 年 8 月、3000～10000 総トン） 
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図 5.2-16 AIS 搭載船舶の航跡図（来島海峡、平成 24 年 8 月、3000～10000 総トン） 
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Ｎ

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-17 AIS 搭載船舶の航跡図（来島海峡、平成 24 年 8 月、10000 総トン以上） 
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海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-18 AIS 搭載船舶の航跡図と衝突乗揚海難位置（来島海峡、平成 24 年 8 月） 

  衝突 

 乗揚 

49

53

Ｎ

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-17 AIS 搭載船舶の航跡図（来島海峡、平成 24 年 8 月、10000 総トン以上） 

ＮＮＮＮＮ

 
海上保安庁提供データより作成 

図 5.2-18 AIS 搭載船舶の航跡図と衝突乗揚海難位置（来島海峡、平成 24 年 8 月） 
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5.3 衝突及び乗揚海難の発生状況 

海難審判裁決録より、瀬戸内海で発生した衝突及び乗揚海難について、平成 9 年（1997 年）

から平成 22 年（2010 年）の間に裁決が言い渡された事例を抽出、整理すると表 5.3.1のと

おりである。 

海難審判裁決録によると、該当する衝突及び乗揚海難は 15 件あり、各々の海難発生状況に

ついては後述のとおりである。 
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巻末資料１．明石の海難 
 

「平成 16 年度 地方海難審判庁 海難分析集」H17.5 刊行 より、 

http://www.mlit.go.jp/jtsb/kai/chihoubunseki/h16/koubebunseki_16.pdf に掲載 
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はじめに 
 

 
 

 
明石海峡は，紀伊水道及び阪神地区と瀬戸内海を結ぶ航路として通航船舶量も多く，漁 場と

しても豊かであるため，出漁する漁船も多いなど，様々な種類の船舶が輻輳する海域 である
ことから，海難も多く発生している。 

当庁で言い渡した裁決から特徴や問題点などをとりまとめたので，この分析により，関 係

各位の理解が深まり，海難防止の一助となれば幸いである。 
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- 1 - 

１ 明石海峡の海上交通環境等 
 
 
 
 
 

明石海峡は，瀬戸内海における船舶交通の要衝の１つで，阪神，友ケ島方面，播磨 

灘及び家島諸島北側方面からの４航路が収束し，通航量が多い海域である。 
 
 

海峡内には，海上交通安全法で規定された明石海峡航路があり，同航路では船舶は 

定められた交通方法に従って航行しなければならない。また，明石海峡大橋が，航路 

をまたいで架けられており，遠方からの良い操船目標となっている。 
 
 

海峡の幅は，約２海里と狭いこともあり，潮流が速く，場所によっては，流向と航 
路が交差する所がある。航路内の水深は十分であるが，その北側は比較的浅くなって 
おり，特に海峡西口の北側から東播磨港までの間は，距岸４海里付近まで水深１０メ 
ートル以下の海域が広がっている。また，海峡の南側は急峻である。 

 
 

付近海域は漁場としても豊かであるため，５トン未満を中心とした漁船が小型底び 
き網漁業，船びき網漁業等の操業を行っており，航路付近において操業する漁船も多 
く存在する。また，のり，ワカメ，カキ等の養殖漁業も複合的に行われている。  

特に，春の風物詩として欠かせない『イカナゴ新子漁（船びき網漁業の一種）』は 
有名で，毎年２月から４月ころにかけての漁期中，多いときには３００隻以上もの漁 
船がこの狭い海峡付近に集まるため，航行に注意を要する海域である。 
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- 2 - 

 

 

２ 海難発生状況 
 
 
 

２－１ 分析対象海難 
平成１１年４月から平成１６年８月までに神戸地方海難審判庁において裁決言渡 

を行った海難のうち明石海峡※で発生した船舶同士の衝突・灯浮標等に衝突した単
独 衝突・乗揚の２８件を分析対象とした。 

※明石海峡の範囲は，明石海峡航路西方灯浮標から同東方灯浮標までの海域とした。 
 
 

２－２ 海難の種類別発生状況  
海難の種類別発生件数の内訳は下図のとおりで，船舶同士の衝突事件が１９件とな 

っている。 
 
 

 
計 2 8 件 

 

 

 
衝突１９件 

 
衝突 

(単) 

３件

 

乗揚  

6 件 

 
 
 
 

２－３ 船舶の種類（船種）別発生状況 
対象船舶を船種別に見ると，貨物船が１６隻，プレジャーボートが１２隻，漁船が 

１１隻などとなっている。 
 
 

 

船舶の種類別発生状況（単位：隻）  
 
 

その他 
8 

 
 

貨物船 
16 

 

漁船 
計４７隻 

11 
 
 

プレジャーボート 
12 
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２－４ 発生場所 
発生地点分布状況は下図のとおりであり，航路東口付近では，貨物船など大型船 

による衝突が多く，林崎漁港西方では，プレジャーボートや漁船などによる衝突が 
多い。 
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２－５ 時刻別発生状況 

時刻別発生状況は下図のとおりである。 
 

時刻別発 生状況（数字は件数）  
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衝突 5 5 6 3 
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昼間（08 時～16 時） 夕刻（16 時～20 時） 
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２－６ 衝突海難の原因 

衝突海難１９件（３８隻）について，裁決で摘示された原因は次のとおりである。 
 

見張りが不十分であった  １５

注意喚起信号・警告信 号を行わなかった  ７

動静監視が不十分であった  ６

衝突を避けるための措 置をとらなかった  ４

安全な船間距離を取らなかった  ３

居眠り運航防止の措置 が不十分であった  ２

操舵作動スイッチの確 認が不十分であった  １

 

上に掲げた原因のうち，「動静監視が不十分」とあるのは，相手船を一回以上視認 

したが，その後の継続的な見張りを十分に行わなかったことを指すものであって， 

『見張り不十分』の一種であり，明石海峡のように狭い海域においても３８隻中２１ 
隻（約５５％）の船舶において，見張りが十分に行われていなかったことになる。 
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２－７ 事 例 
 
 

事例１：西行中の大型船に気付かないまま明石海峡東口を出て左転して衝突 
 
 

（海難の概要） 

Ｂ丸（総トン数４６６トン）は，兵庫県家島港を発し，神戸港に向かう途中，明石 

海峡航路内を針路１２８度１０.０ノットの速力で進行し，明石海峡航路中央第３号灯 

浮標を左舷に航過してから左転して，針路を０５５度に転じたとき，Ａ丸（総トン数 

４９,７０４.３２トン）を右舷前方約２.４㎞に視認でき，その前路を無難に航過でき 

る態勢であったが，先導する警戒船に気を取られＡ丸に気付かないまま続航し，Ａ丸 

と衝突した。 

Ａ丸は，鹿児島県喜入港を発し，友ケ島水道を北上して明石海峡経由で岡山県水島 

港に向かう途中であった。 

（対 策） 

Ｂ丸が，明⽯海峡航路中央第３号灯浮標に並 
航後，すぐに左転せずに，⾒張りを⼗分に⾏っ 
たうえで，しばらく東⾏を続けてから阪神⽅⾯ 
に向けること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾒張りを怠ら 
ないように！ 
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事例２：明石海峡を西行する船舶と，漁ろうに従事している船舶との衝突 
 
 

（海難の概要） 

Ａ丸（総トン数４９８トン）は，大阪港を発し，山口県徳山下松港に向かう途中， 

航路東口付近で底びき網漁に従事し，揚網中のＢ丸（総トン数４.９トン；法定の形象 

物を掲げていた。）を見落とし，Ｂ丸の進路を避けないまま衝突した。 

Ｂ丸は，Ａ丸を視認してその動静を監視していたが，汽笛不装備で警告信号を行え 

ず，更に接近してからも，相手船が漁ろう中の自船を避けてくれると思い，操業を続 

けていたところ衝突した。 

（対 策）   
 

Ａ丸は，明⽯海峡航路東⼝に向かうにあたり，⾒張りを⼗分に 
⾏うべきであった。 

Ｂ丸は，警告信号の設備がないのだから，その代わりとなる笛 
などで音を発するなどして自船の存在を示すべきであった。 
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３ まとめ及び提言 
 
 
 

 

３ －１ 航路の東口付近では衝突に注意！ 
 

衝突海難１９件のうち明石海峡航路西口付近で発生したのは１件，航路内で発 

生したのは４件，これに対して航路東口で発生したのは６件となっている。 
 

航路東口で行き交う船舶の主要な進路を挙げると、 

明石海峡を西航する船舶は， 

大阪港，神戸港から航路の入口に向ける・・・① 

友ケ島水道を北上して明石海峡航路東方灯浮標を 

＊右舷に見て航路に向ける・・・② 

＊左舷に見て航路に向ける・・・③ 

明石海峡を東航する船舶は， 

明石海峡航路中央第３号灯浮標を航過後 

＊すぐに左転して大阪港，神戸港に向ける・・・④ 

＊しばらく直進して，大阪港，神戸港に向ける・・・⑤ 

＊すぐに右転して友ケ島方面に向ける・・・⑥ 

＊しばらく直進してから友ケ島方面に向ける・・・⑦ 
 
 

上記のようになるが，航路東口においてこれらの進路は交錯する。（下図参照） 
 
 
 

神戸市垂水区 

① 
 
 
 

④ 
 
 

 

⑤ 
 
 
 

淡路島 
 
 
 

明石海峡航路中央第３号灯浮標 

⑥ ⑦ 

 
 

明石海峡航路東方灯浮標 
 

② ③ 
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そこで，航路出入口付近における航法として，第五管区海上保安本部 は，次

の航行安全指導を行っている。 

 

① 総トン数５,０００トン以上の船舶は次の航行方法によること。 

☆東側海域における航行方法（下図参照） 

イ）航路に入航しようとする船舶は，明石海峡航路東方灯浮標を左舷側に見 

て航過し，航路に向かうこと。 

ロ）航路を出航して，神戸港又は大阪港方面に向かう船舶は，同灯浮標を左 

舷側に見て航過すること。 
 
 

② 航路内を航行する船舶は航路航行義務のない全長５０メートル未満の船舶

で あってもできる限り航路の入口から入航すること。 
 
 

（第五管区海上保安本部ホームページより抜粋） 
 

 
 

神戸市垂水区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡路島 

 

明石海峡航路中央第３号灯浮標 

 

明石海峡航路東方灯浮標 

 
 

総トン数５,０００トン未満の船舶であっても，この指導に準じて

航行するこ とが安全運航につながるものと期待できる。 

さらに，海難を未然に防止するために各機関から発せられている

情報を 収集することも心掛けたい。 

また，航行中は十分な見張りを心掛けることも含め，航路を航行

する他 の船舶の“行先の表示”にも注意が必要である。 
 
 

以以上上ののここととかからら，，  基基本本的的ななここととだだがが，，ルールを守り，情情報報をを集集めめ，，周周囲囲にに注注  

意意ししてて航航行行すするるここととがが，，海海難難にに遭遭わわなないいよよううににすするるたためめにに必必要要ででああるる！！  
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また，この海域には，底びき網漁業や船びき網漁業に従事する漁船が 

通年で存在し，特定の時期には増加する傾向にあり，操業中の漁船が航 

路を横切ることも考えられるので，操船には注意が必要である。 

 

大阪湾海上交通センターのホームページでは， 

次の情報を提供しています。 

 

・明石海峡航路における航法，航路の特徴 

〈http://www.osakawan.kaiho.mlit.go.jp/others/trraffic/traffic_g.htm〉 
・明石海峡における漁船情報・操業形態図・時刻別操業図 

〈http://www.osakawan.kaiho.mlit.go.jp/others/gd_ikanago/index.htm〉 
 

また，ファックスサービスやテレホンサービスも行っています。  

さらに，国際 VHF や携帯電話からでも緊急情報・気象情報・潮流情報・航

路入航情報・操業漁船情報を入手することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページで提供される操業形態図(イメージ図)  
 

 

浮子 
 

 
 
 
 
 

潮流 
80～150ｍ 

 

 
 
 

250～450ｍ 
 

2 月から 4 月に漁期を迎えるイカナゴ新子漁（船びき網漁業の一種） 
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３ － ２ 居 眠 り に よ る 海 難 

こんなところでも居 眠 り が…  
 
 

単独衝突及び乗揚事件９件中６件が居眠りによるものである。このほか，衝突事件 

においても，一方の当事者が居眠りをしていた事件が２件あり，計８件の居眠り事件 

が発生している。 
 

 

居居眠眠りりにによよるる海海難難ののううちち，， 
 

＊  １件が手動操舵であったほかは全て自動操舵であり，当直者は単独で当直に当た 
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かにもたれたために居眠りに陥った事件も３件発生している。 

＊ ５件が００時から０４時に発生している。 

＊ 昼夜を問わず，航海や荷役などの通常業務による疲労が溜まりがちだったり， 

播磨灘や大阪湾などの広い海域を航行することによる安心感からか，座ったり何か 

にもたれるなどすると眠気を催すようだ。 

加えて，夜間，暗い状態の船橋内では，自動操舵とすることで座ったままの見張 

りを続けることから刺激が少なくなり，眠気を生じることも関係があるものと思わ 
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乗揚 12 時 48 分 自動 椅子に座る 

乗揚 14 時 55 分 手動 立って何かにもたれる 
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これらのことから，明 石海峡における海難につい 

てまとめると，夜の００時から０４時に１人で当直 

中，椅子に座って（たとえ立っていても何かにもた 

れて ），自動操舵として航行しているときが最も居眠 

りに陥りやすいと言えよう。  
 
 
 
 
 

眠気を覚えたら…，  
 

①まず立ち上がって体を動かす  

②コーヒー・紅茶などを飲む  

③冷気に当たる  
 
 

などを行って刺激を与え ，居眠りに陥らないようにするこ 

とが必要であろう 。また ，単独での当直をできるだけ避け， 

複数での当直とするよう配慮することも必要である。  
 
 
 
 

神 戸 地 方 海 難 審 判 庁 
 
 

〒６５０－００４２ 

神戸市中央区波止場町１番１号 

神戸第２地方合同庁舎 

電 話 ０７８－３３１－６３７１ 

F A X ０７８－３９２－１６４９ 
 

 

海難審判庁ホームページアドレス 

〈http://www.mlit.go.jp/maia/index.htm〉 
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5. 漁業操業実態 
 

 

5.1.  概要  

瀬戸内海における海面漁業は古くから多種多様な漁業が多く営まれている。一般に漁船は 5 ト 

ン未満の小型動力船が多く使用され全体の約 9 割を占め、主な漁業種類には、小型機船底びき網、 

機船船びき網、刺し網（流し網）、敷網（袋待網・こませ網）、潜水器、一本釣り、はえ縄及び定 

置網漁業などがある。採捕される主な魚種はかたくちいわし・あじ類、ひらめ・かれい類、いか 

なご、たこ類、たい類等である。 

瀬戸内海の至る所で多数の漁船が周年に亘り操業しており、特に 3 月～8 月の間は漁業の最

盛 期に当たる。一般に、漁船は水道の狭いところに密集し憩流時の前後に多く、最強時には少

ないが、備讃瀬戸海域では、流し網、小型機船底びき網、たこつぼ縄の他、瀬戸内海独特の次の

転流 時まで錨で固定され移動しない潮流を利用する袋待網の好漁場となっている。 
 

 

5.2. こませ網漁業 

(1)  こませ網業 

備讃瀬戸各航路と周辺海域で、1 月中旬から 11 月（最盛期は 2 月から 8 月初めまで、8 月以 

降は少ない。）の操業許可期間に操業されている独特の漁法で、袋待網漁業の一種。本漁法は、 

袋網を海中に沈設して、潮流に乗ってくる魚が袋網に入るのを待って引き揚げるものである。 

投網と揚網は転流時に行い、転流から転流までは移動しない。網の固定は錨を入れて行い、網 

の幅は 150～200 メートルであり、漁船は網の中央で網を開口している。数隻が横に連続して 

並ぶことが多くある。 

網の固定錨は海面にオレンジ色の「錨だる」で標示し、網は白色の「はなだる」で標示され 

る。夜間にかかる場合の灯火は、「錨だる」と「しりダル」に、通常 4 秒 1 閃の黄色や白色

等 で標示される。 
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(2)  海面漁業調整則 

 

図 5.2-1 こませ網漁業漁具、漁法図 

（参考：瀬戸内海水路誌  書誌第 103 号） 

各都道府県の漁業調整規則は、漁業法及び水産資源保護法（昭和 26 年法律第 313 号）その 

他漁業に関する法令とあいまって、水産資源の保護培養、漁業取り締まり、その他漁業調整を 

図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的として、免許漁業・知事の許可漁業、許可 

証、許可の定数、採捕の制限等、漁具漁法の制限及び禁止、一部漁種の夜間操業の禁止、漁具 

の標識、罰則等について規定が設けられている。 

 
(3)  こませ網漁業の主な操業海域と漁期  

漁場は備讃瀬戸・玉野市地先・水島灘・笠岡諸島の島周辺、岬又は瀬端等の潮流の速い海域 

であるが、潮流が瀬の斜面に沿って浮きあがる瀬の前部水域が好漁場の条件となる。主要漁場 

となっている場所は、備讃瀬戸東部の高瀬付近、備讃瀬戸東航路中央 4 号～6 号ブイ付近、

宇 高東・西航路交差部付近、水島航路交差部及び六口島付近である。 

こませ網漁業の好漁場となっている場所を図 5.2-2 に、こませ網漁業許可状況一覧（平成 15 

年）を表 5.2-1 に示す。 
 
 

漁 期  
 

いかなご 1 月 15 日 ～ 6 月 30 日 最盛期 3 月～月 

餌料いわし 7 月 1 日 ～ 7 月 31 日 最盛期 7 月 

い か 4 月 20 日 ～ 6 月 30 日 最盛期 5 月  

まながつお 6 月   1 日  ～ 9 月 15 日 最盛期 7 月～月 

大型イカ         4 月 20 日 ～  6 月  2 日  

小型イカ    4 月 20 日 ～  6 月 20 日  

小型まながつお   6 月 21 日 ～  8 月 31 日 

魚こませ         7 月  1 日  ～ 11 月 3日 
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5.3. 流し網漁業 

5.3.1. さわら流し網漁業 

(1)  さわら流し網漁業  

瀬戸内海のさわら資源には、その漁場形成と移動状況から、備讃瀬戸以東の東部と燧灘以

西の西部の 2 系群があると推定されている。  

瀬戸内海のさわらは、冬期を東部では紀伊水道以南の太平洋沿岸、また西部では伊予灘、

豊後水道域で過ごし、2 歳魚以上の産卵群は、瀬戸内海中央部（播磨灘、備讃瀬戸、燧灘） 

の中層水温が 14℃前後になる 4 月下旬～5 月上旬に、紀伊水道と豊後水道の東西両水道を経 

て瀬戸内海に来遊する。また、1 歳魚（さごし）はそれより半月から 1 ヶ月遅れて瀬戸内

海 に来遊する。 

さわらは 4 月に瀬戸内海に入って夏を越し、水温の低下する 11 月頃外海に出ることから、 

漁期は主として 4～12 月の間にあり、春漁（4 月～7 月）と秋漁（9 月～11 月）に二分さ

れ る。 

瀬戸内海での漁獲量は、かつて東シナ海に次いで多く、我が国周辺水域のさわら類漁獲量 

の 1/3～1/2 を占め、昭和 61 年には 6,255 トンで過去最高となった。その後は一転して減

少 に転じ、平成 10 年には 196 トンまで低下し、平成 11 年には 254 トン、平成 12 年には 

490 トンとなっている。 

最盛期は 4 月下旬から 6 月末までで、漁は夜間に行われる。漁法は長さ 600～2000 メー 

トル、網丈 8～24 メートルの網を、潮の流れに直角に投網し、潮流に流されながら回遊する 

サワラを捕る。投網は開始から 20～50 分程度で完了し、投網から揚網までは通常 2 時間前 

後、揚網には通常 40 分～2 時間程度を要す。 

投網直後と他船通航直後に網の至近を通航すると網を切断する事があり（船間距離を十分 

に確保しないと先航船のスクリューでかき揚げられた網を切断することとなる。）、漁船は投 

網時や他の船舶が接近し注意を喚起する場合「黄色の回転灯」を点灯する。また、投網作業 

中に「白灯」を斜め上に掲げ、白灯を振った方向に航行船舶を避航させることがある。 

瀬戸内海のさわら流し網漁業における統一標識灯を表 5.3-1 にさわら流し網漁業漁具、漁 
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5.3. 流し網漁業 
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表 5.3-1 瀬戸内海のさわら流し網漁業における統一標識灯 

 

資料：海上保安庁「瀬戸内海水路誌」 
 

統 一 標 識 灯 

北（西）端 赤 色  灯 閃光周期 4 秒 1 閃より短い周期（不動光もあ

る）
南（東）端 緑 色  灯 光達距離 2,000 メートル以上 

中間 黄色灯（設置していない場合もある） 水面上の高さ 1 メートル以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

図 5.3-1 さわら流し網漁業漁具、漁法図 
 

資料：海上保安庁「瀬戸内海水路誌」 
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(2)  さわら漁業の現状 

①  瀬戸内海のさわらを対象とする漁業は、さわら流し網、ひき縄、はなつぎ網及びさごし 

巾着網漁業等がある。 

 
 

表 5.3-2 備讃瀬戸海域の漁業許可等の現状 
 

 

 
 
 
 

備讃瀬戸 

 
 

岡山
 

さわら流し網
 

許可漁業
 

158 隻
4/20～7/10 

9/20～11/30 

 
盛漁期 

4～7 月 

 

 

香川
 

さわら流し網
 

許可漁業
 

281 隻
4/25～7/20 

9/1～11/30 

 
盛漁期 

4～6 月 

 
 
 
 

② 瀬戸内海のさわらの資源管理については、現在、漁業調整規則等や漁業者間の自主的な 

取り組み等により、秋漁の抑制や網目の拡大等に取り組んでいる。 
 

 
表 5.3-3 資源管理措置 

 

 漁業調整規則等 自主的な取り組み等 
 
 
 

 
備讃瀬戸 

 

 

岡山 

 

 

さわら流し網 

 

 

網の長さ：620ｍ 網目：新規網は 3.5 寸以

上 秋漁の抑制 

 

 

香川 

 

 

さわら流し網 

 

 

網の長さ：620ｍ 

網目：3.8 寸以上(高松地区) 

秋漁の抑制等 受精卵確

保・中間育成放流 受精卵

放流 
 
 

水産庁による瀬戸内海系群資源回復計画により、平成 14 年度より当面の 5 年間、瀬戸 

内海系群のさわらを対象とする漁業について、関係県や海区漁業調整委員会等と連携して 

備讃瀬戸においては、以下の規制措置がとられている。 

秋漁（9/1～11/30） → 休漁 

網目 → 10.6 ㎝以上 

 

 
(資料：平成 15 年度  水産庁ホームページ さわら瀬戸内海系群資源回復計画) 
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図 5.3-2 主な漁業海域 
 
 
 

 
 

図 5.3-3 瀬戸内海さわら漁獲量の推移 
 

 
 

資料：中四国農政局「瀬戸内海区の海面漁業・養殖業」 
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5.3.2. まながつお流し網漁業 

まながつお流し網漁業は、基本的な漁具の構造や灯火、そして漁法はさわら流し網漁業と 

同じであり、長さ 500m～1800m、高さ 8m～30m に及ぶ長い網を潮流に対して直角に投入 し、

海面から海底に向けてカーテン状に垂らし、潮流によって流しながら待ち、そこへ来遊 す

るまながつおを網目に刺して捕る漁法である。 

まながつお流し網漁業に使用される漁船の規模や形は様々で、１トン程度の小型のものか 

ら十数トン程度の大型の漁船もあり、その多くはさわら流し網漁業との兼業船である。 

ほとんどがさわら流し網漁業と同様に夕刻過ぎに投網されるが、一部の海域では、昼間で 

も操業されている。投網を開始してから完了するまでの所要時間は、網の長さ、漁船の装備 

にもよるが、20～40 分位である。流す時間は、海域によりかなり異なるが、長くても 3～4 

時間である。 

さわら流し網漁業と同様に、投網直後と他船通航直後に網の至近を通航すると網を切断す 

る事があり（船間距離を十分に確保しないと先航船のスクリューでかき揚げられた網を切断 

することとなる。）、十分な間隔を保って通航する必要がある。漁船は投網時や他の船舶が接 

近し注意を喚起する場合「黄色の回転灯」を点灯する。 

まながつお流し網漁業は許可漁業であり、漁期は地域によって異なるが、岡山県で 6 月 1 

日から 9 月 30 日まで、香川県で 6 月１日から 10 月 31 日までであり、許可隻数は岡

山県 228 隻、香川県 151 隻（平成 15 年）となっている。  

前述のようにさわら流し網漁業との兼業船が多く、それらの漁船は、さわら漁と比較しな

がら、順次まながつお漁に切り替えていく。そのため、まながつお流し網漁が本格化するの 

は 6 月下旬以降で、遅くとも 9 月末には終漁している。なお最盛期は 7 月上旬から 8 月末

で あり、この時は漁船のほとんどが出漁する。操業場所はさわら流し網漁に似ているが、

沿岸 寄り及び水深の浅い海域に漁場が形成されることが多い。 

まながつお流し網漁業漁具、漁法図を図 5.3-6 に、まながつお流し網漁業の主な漁業海

域 を図 5.3-7 に示す。 
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5.4. 底引き網漁業 

(1)  底引き網漁業  

備讃瀬戸を漁業海域とする岡山県・香川県においては、海苔・カキ等の海面養殖業を除くと

底引き網漁業が多勢を締めており、周年、昼夜を問わず操業が行われている。 漁具漁法上の

分類では底引き網には手繰第 1 種から第 3 種、打瀬網、その他の種類がある。 

 
 

表 5.4-1 主な漁業種類別漁業経営体数  
 

平成 13 年度 
 

 底引き網 船引き網 刺網 敷網 はえ縄 釣 定置網 その他 海面養殖 合計 

岡山県 358 3 230 29 10 333 75 117 411 1566 

香川県 724 31 481 43 43 202 105 168 532 2329 

 
 
 
 

 

岡山県 香川県 
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1% 
 
 
 
 
 
底引き網 

30% 

釣 
21% 

23% 21% 海面養殖 
23% 

 
 
 
 
 
 

図 5.4-1 主な漁業種類別漁業経営体数の割合 

（平成 13 年） 

 

資料：平成 13 年「漁業動態統計年報」農林水産省統計部情報部 
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(2)  小型機船底引き網漁業（通称底びき、コギ） 

備讃瀬戸海域の底引き網漁業の中で最もポピュラーな漁法である。4～5 トン・15 馬力前 

後の漁船に 1～2 人が乗組み、海底に接して網をひき、魚介類を袋網に追い込んでとる漁業。 

漁具の構造などによって手繰第 1～3 種、打瀬網、その他に分類され、更に地方名称が付け 

られ種類分けされる。漁具は季節、漁場、漁獲物により選択して使用される。ここでは、備 

讃瀬戸海域においての主な漁法である、手繰り第２種えびこぎ網について紹介する。 

て ぐ り  

＊手繰第 2 種 えびこぎ網 （通称エビコギ） 
 

漁 具 張竿（ビーム）で網口を広げる底引き網の代表種。ひき綱、袖網、天井網、袋 

網などから成る。張竿は強化プラスチック（FRP）製で、長さ 15～20m 程度。 

  張竿の代わりに４ｍ前後の鉄パイプを用いた改良型もある。 

漁 法 潮流と同じ方向に 1 時間から数時間ひき、エビ、底魚などを袋網に取り込む。

通常夜間に行うが、昼間も操業する。 

漁 

漁 

期 

場 

1 月 1 日～12 月 31 日。盛漁期 5～11 月 

備讃瀬戸の底引き網は、周年えびこぎ網である。 

漁獲物 エビ、カレイ、ゲタ、アナゴ、イイダコ、シャコなど 
 

 
図 5.4-2 えびこぎ網漁業漁具、漁法図 （資料：香川県農政水産部水産課） 

 

 
 

図 5.4-3 小型機船底引き網漁業の主な漁場 （資料：香川県農政水産部水産課） 
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後の漁船に 1～2 人が乗組み、海底に接して網をひき、魚介類を袋網に追い込んでとる漁業。 

漁具の構造などによって手繰第 1～3 種、打瀬網、その他に分類され、更に地方名称が付け 

られ種類分けされる。漁具は季節、漁場、漁獲物により選択して使用される。ここでは、備 

讃瀬戸海域においての主な漁法である、手繰り第２種えびこぎ網について紹介する。 

て ぐ り  

＊手繰第 2 種 えびこぎ網 （通称エビコギ） 
 

漁 具 張竿（ビーム）で網口を広げる底引き網の代表種。ひき綱、袖網、天井網、袋 

網などから成る。張竿は強化プラスチック（FRP）製で、長さ 15～20m 程度。 

  張竿の代わりに４ｍ前後の鉄パイプを用いた改良型もある。 

漁 法 潮流と同じ方向に 1 時間から数時間ひき、エビ、底魚などを袋網に取り込む。

通常夜間に行うが、昼間も操業する。 

漁 

漁 

期 

場 

1 月 1 日～12 月 31 日。盛漁期 5～11 月 

備讃瀬戸の底引き網は、周年えびこぎ網である。 

漁獲物 エビ、カレイ、ゲタ、アナゴ、イイダコ、シャコなど 
 

 
図 5.4-2 えびこぎ網漁業漁具、漁法図 （資料：香川県農政水産部水産課） 

 

 
 

図 5.4-3 小型機船底引き網漁業の主な漁場 （資料：香川県農政水産部水産課） 
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5.5. 海面養殖漁業 

備讃瀬戸海域において、最も盛んな漁業が海面養殖漁業である。漁業生産高に占める海面養 

殖漁業の割合は、香川県では７割以上、岡山県においては約 7 割となっている。 

備讃瀬戸の沿岸海域には、至る所に定置網やハマチ・海苔・ワカメ・カキ・真珠などの養殖 

施設がある。このうち、海苔の養殖施設は、かなり沖合まで及んでいるものもあるので特に注 

意を要する。一旦、流出油事故等が起こった場合、海面養殖漁業に及ぼす被害は甚大なものに 

なる事が予想される。また、夜間等のため原因者の特定できない漁具の折損事故が、毎年のよ 

うに起こっているという問題がある。 

香川・岡山県における海面漁具敷設図を図 5.5-1 に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.5-1 香川・岡山海面漁具敷設図 
 

（資料：中央漁業操業安全協会、香川県・岡山県水産振興協会） 
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1

及び

備讃瀬戸海域で操業中のこませ網漁船

路は航路機能を確保するため港湾法によって開発保全航路に指定（平成21年12月全面指

定）されている。
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ニ　潜水器漁業

　　備讃瀬戸海域における潜水器漁業は、12月１日～４月20日（盛漁期は１～２月）

の期間、水深５～30メートルの沿岸域において４～６トンの漁船を使用して行われ

ているもので、船上から空気を送るヘルメット式潜水器により１名の潜水夫が海底

に潜り、砂上に一部現れた貝を手かぎや水圧ホースで貝の周辺の砂を飛ばして貝

〔タチガイ（タイラギ）、ミルクイ、ナミガイ（白ミル）〕を拾い、網かごに入れ

て取り上げる漁法である。

　高見島周辺の備讃瀬戸南・北航路内、本島東側の水島航路内における操業も行わ

れており、通航船舶は特に注意を要する。
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「潜水器漁業期間」

潜水器漁業操業想定海域
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2

旧暦の8〜10日、23〜25日（10日、25日は協議会により休漁と決定することもある。）

旧暦の８〜９日、23〜24日（10日、25日は操業するときもある。）

　この漁法は、袋状の網を潮流と平行になるように、150〜200メートルの間隔に投入し

た２個の錨（１個約400〜500Kg）で海底に敷設し、潮流に乗ってくる魚が乗網するのを

待受けて採る瀬戸内海独特の漁法である。普通、潮の動き始めから、潮が緩むまでの約

５時間操業し、潮が止まっているときに漁具を揚げ漁獲される。その漁業種類（例：香

川県）には、いかなご込網、餌料いわし込網、いか込網、まながつお込網、魚込網など

があり、それぞれ規模・網地・袋網の目合い等は異なるが、基本的な漁具構造は同様で

あり、漁期、目的漁獲物が異なる。

　代表的ないかなご込網漁業の漁具は袖網・丸網・袋網・錨等からなり、網を固定する

錨の投入間隔は操業場所・水深等により調整されて網を敷設し、漁具の目印（標識）と

して色分けしたブイ（タル）が設置される。最近のこませ網漁船は大型化・機械化によ

る省力化が進み、約15〜19トン（全長20メートル程度）の網船１隻による操業が多く、

乗組員は２〜３人が多い。
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ｼﾘﾀ ﾙ゙…白色又は
　　　 オレンジ色
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こませ網漁船の船首両脇に置かれた、こませ網用錨
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マナガツオ

イカナゴ

コウイカ

トラフグ チリメン
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（４）操業統数等（操業許可状況）・操業期間

　こませ網漁業種類ごと、許可区域に応じ県知事の許可証に明示して許可されているが、

平成23年の許可状況は下表のとおりである。

こませ網漁業許可状況一覧（平成24年）

64 8 72

60 8 68

3 2 5

3 0 3

5 11 16

5 7 12

3 2 5

3 2 5

5 11 16

5 7 12

41 13 54

41 8 49

5 5

5 5

※注　下段はＨ23年の許可統数

禁止区域あり

20 20

20 20

7 7

12 12

9 9

9 9

2 2

2 2

20 20

20 20

12 12

11 11

20 20

20 20
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（１）巨大船の備讃瀬戸航路通航状況

　過去10年間における巨大船の通航状況、こませ網漁船の操業に伴う航路の閉塞と避航

状況は下表のようになっている。

巨大船の通航隻数・ 避航回数等の推移

3

15年：2月13日～、16年：2月17日～、17年：2月19日～、18年：2月10日～、
19年：2月1日～、20年：2月7日～、21年：2月7日～、22年：2月1日～、
23年：2月1日～、24年：2月1日～

注１）巨大船の通航隻数は、各航路ごとに通航した隻数を合計した延べ隻数である。

注２）調査期間は、2月～8月

注３）航路閉塞回数は、夜間操業分を加えて計上している。

注４）平均値は、過去10年間の値である。

　　 （但し、巨大船の迂回航行、時間変更、通航取止めは平成21年～24年の平均値である。）

注５）巨大船避航回数欄のうち時間変更、通航取止めについては、平成21年からの調査実施。

注６）平成21年以降の巨大船避航回数は、迂回航行、時間変更、通航取止め回数の合計である。
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①　備讃瀬戸東航路（男木島以東）海域

　最も航路閉塞の多い海域は、男木島以東の備讃瀬戸東航路高瀬付近、５号灯浮標付

近、礼田埼沖海域となっており、高瀬付近では、２月下旬から３月にかけて「ふるせ

（いかなごの親魚）」を目的とした集団操業による航路閉塞が発生し、４月には「し

んこ（いかなごの稚魚）」を目的とした集団操業による航路閉塞が発生する。また、

４月下旬から５月上旬にかけては、礼田埼南方から５号灯浮標付近海域において、

「ふぐ」が採れ始めるため、集団操業による全面閉塞が発生する。通年においては、

５月中旬になると庵治水道等の浅場で「ちりめん（しらす）」が採れ始めるため、備讃

瀬戸東航路内での操業が少なくなる傾向にあるが、平成23年は、５月中旬から７月中

旬頃まで５号灯浮標の北側の浅場で「ちりめん（しらす）」が豊漁となり、西航レーン

の航路閉塞が多発した。

②　高松前（宇高東航路〜宇高西航路の間）海域

　高松前海域は「いかなご」操業時、航路内において操業することから航路閉塞がみ

られ、４月中旬からは、許可区域における魚こませ操業となるが、漁具の一部が許可

区域から外れて操業する場合もあり航路閉塞が見られることがある。
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５．海運・漁業関係者との話し合いの場

（１）海交法施行当時から話し合いの必要性

　近年、わが国沿岸の船舶交通量の増大、船舶の大型化、高速化等とともに、特に東京

湾・伊勢湾・瀬戸内海の３海域においては、船舶交通の輻輳がみられ、地形等の自然的

条件も影響して、船舶の衝突・乗揚げ海難等の重大事故が頻発することとなった。

　昭和45年〜46年頃、海上保安庁において海上交通法案の検討・調整が行われる最中、

東京湾等でタンカー同士の衝突事故や油流出事故が発生し、漁船を含む海上交通全体の

安全のためには、海上交通法案の整備が早急に必要であるとの世論があり、海域が船舶

交通の場であると同時に漁業生産の場でもある立場から両者の共存を図るという観点

で、海上交通安全法案がとりまとめられ、昭和48年７月に施行された。

　しかしながら、同法施行にあたり、備讃瀬戸海域の航路及び周辺海域においては、漁

業活動が盛んであり、特に他の同法適用海域では類を見ない「こませ網」漁業が合法的

に営まれており、漁船操業と船舶航行の安全を確保する調整・対応が大きな課題であっ

た。

　「こませ網」漁業については、海上交通安全法の制定過程において最も調整が難航

し、海上交通安全法施行後も漁業者及び行政機関の話し合いの必要性が生じることと

なった。

　このため、第六管区海上保安本部・香川県・岡山県・漁業者で組織する「特別安全対

策協議会」が設置され、関係者の調整が図られ、航路及び周辺海域では巡視船艇による

指導警戒を行うこととし、こませ網漁船等の操業の安全確保について、以降毎年、「特

別安全対策協議会こませ網分科会」が開催・協議され、現在に至っている。

（２）旧備讃瀬戸関係委員会等の設置経緯と意義

　海交法施行後、春の大潮時に操業されるいかなごこませ網漁船が、時期によっては、

好漁場である航路に集中するため、結果として備讃瀬戸東航路等が閉塞し、巨大船が航

路を外れて航行せざるを得ず、危険な航行を余儀なくされるケースが度々生じていた。

　この航路閉塞問題に関して、海運側は何とか安全な航行ができるように可航幅の確保

を訴えた。これに対して漁業者側は、こませ網漁は海上交通安全法制定当時から行われ

ている行為であり、一方的な申し入れは迷惑であるが、事故が起きた場合の重大性を考

え、両者の共存共栄という基本的立場に立った中で、何らかの解決策を見出すためなら

検討を進めるのはやぶさかでないとの考えが示された。

　そこで、「特別安全対策協議会」とは別の、海運・漁業者間の相互理解を深める話し

合いの場作りを目的として（社）瀬戸内海海上安全協会により海難防止活動協力事業が

実施されることとなり、第六管区海上保安本部の指導・協力を得て、平成元年10月16日

高松市内で『備讃瀬戸海上安全座談会』が開催された。また、主な構成メンバーによる

「分科会」が設けられ、必要経費については船社関係・パイロット協会・香川県漁連・

関係企業等が会費負担することとして、協議が進められることとなった。

　平成２年２月、（社）日本船主協会等の海事七団体が備讃瀬戸海域において「こませ

網」漁船が航路を閉塞し巨大船の航行に危険が生じているとして、海上保安庁・水産庁
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高松市内で『備讃瀬戸海上安全座談会』が開催された。また、主な構成メンバーによる

「分科会」が設けられ、必要経費については船社関係・パイロット協会・香川県漁連・
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長官及び香川県知事に対し陳情を行った。

　平成２年７月、事故防止対策について並行して検討するため、海運関係者等による

『備讃瀬戸海上交通懇談会』、同年12月には、進路警戒業者等による『備讃瀬戸におけ

る進路警戒業務連絡会』の関係会合が（社）瀬戸内海海上安全協会を事務局として設置

され、『備讃瀬戸海上安全座談会』に並行して開催され、検討が行われることとなっ

た。

　平成５年からは、『備讃瀬戸海上安全座談会』『備讃瀬戸海上交通懇談会』『備讃瀬

戸における進路警戒業務連絡会』は、（財）日本海洋振興会（平成19年、日本海事セン

ターに名称変更）の補助事業（注１）として認められ、同一の趣旨、同一の構成、庶務

分担などを引き継いで「備讃瀬戸海上安全調査委員会」（注２）、「備讃瀬戸海上交通調

査委員会」（注３）、「備讃瀬戸進路警戒業務検討会」（注４）に名称変更した。

　「備讃瀬戸海上安全調査委員会」、「備讃瀬戸海上交通調査委員会」の両委員会につ

いては、座談会、懇談会時代から約20年間にわたり其々年２回ずつ計４回、開催・継続

され、相互理解、意見交換等を通じて海難事故防止に大きな成果を残した。

注１：平成22年度の助成率は約50％

注２：「備讃瀬戸海上安全調査委員会」

　学識経験者・水産・海運・県・海保の関係者により構成され、毎年操業

シーズン前後に漁業と海運双方の意志疎通を図る話し合いの場として設け

られた。

　こませ網盛漁期前には、当該シーズンの予測に対応する協議と相互の船

に乗船して理解を深める「体験乗船」が実施され、漁期終了後には当該

シーズンの総括的な話し合いの場として、高松市内で開催された。

注３：「備讃瀬戸海上交通調査委員会」

　前記「備讃瀬戸海上安全調査委員会」の開催前に、主に海運側の事前検

討の場として、学識経験者・海運・海保の関係者により構成され、岡山県

側で開催された。

注４：「備讃瀬戸進路警戒業務検討会」

　エスコートボートによる進路警戒業務及び巡視船艇による航路しょう戒

業務の実施にあたって、問題点の調査・調整・対応を図るため、進路警

戒・海保の関係者により組織され、高松市内で開催され、協議が継続して

進められている。

（３）統合委員会「備讃瀬戸交通安全調査委員会」の新設

　平成21年６月、備讃瀬戸航路利用者協議会から、「平成21年３月以降、内海水先区水

先人会において法令遵守の観点から安全をより重視した通航方針が採られ、結果とし

て、巨大船が備讃瀬戸東航路外等で長期間滞船を余儀なくされ、多額の費用が発生して

いることから可航幅を確保して欲しい」旨、海上保安庁長官などに対し陳情があった。

　このような背景のもと、「備讃瀬戸海上安全調査委員会」及び「備讃瀬戸海上交通調

査委員会」の学識経験者、第六管区海上保安本部、事務局関係者が協議した結果、両委
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（３）統合委員会「備讃瀬戸交通安全調査委員会」の新設
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先人会において法令遵守の観点から安全をより重視した通航方針が採られ、結果とし

て、巨大船が備讃瀬戸東航路外等で長期間滞船を余儀なくされ、多額の費用が発生して

いることから可航幅を確保して欲しい」旨、海上保安庁長官などに対し陳情があった。
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査委員会」の学識経験者、第六管区海上保安本部、事務局関係者が協議した結果、両委
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員会においても、備讃瀬戸を取り巻く交通環境は、激化する国際競争に対応するため、

通航船舶の大型化・高速化が図られており、これまで以上の協力体制、安全確保の話し

合いの場として活用できるよう、規約（注５）を定めて両委員会を統合し、「備讃瀬戸

交通安全調査委員会」として、新たな体制で臨むこととなった。

　平成23年10月12日、高松市内において、備讃瀬戸東海域を利用する関係者の相互理解

を深め、共生共助の理念に基づき、互譲の精神で安全対策を共創することを目的として

「第１回備讃瀬戸交通安全調査委員会」を開催した。

　統合委員会での海運・漁業両者間の意志疎通を図る話し合いは、統合委員会の行事と

して位置付けられた「進路警戒業務検討会」「相互体験乗船」を行いながら、継続して

進められており、航路閉塞問題に関する航行安全対策上の根本的な解決策を見出すには

至っていないが、同一海域を利用・活動の場とする関係者が一堂に会して意見交換を継

続することに大きな意義があり、旧備讃瀬戸関係委員会等と同様、相互理解等に成果を

上げている。

注５：別紙３「備讃瀬戸交通安全調査委員会　規約」
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（４）統合委員会新設後における安全対策会議の現状

　　　こませ網漁船及び通航船双方の安全を図るため、第六管区海上保安本部の主導のもと

　　に、関係者の英知と努力を結集して長年にわたる話し合いが継続されている。（参考資

　　料４参照）現在、（公社）瀬戸内海海上安全協会を事務局として設けられている委員会等

　　の現状を次に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　①　備讃瀬戸交通安全調査委員会 

　　　　「備讃瀬戸交通安全調査委員会」は、学識経験者・水産関係・海運関係・県・海保

　　　により構成され、毎年操業シーズンの前後に、漁業と海運双方の意志疎通を図る話し

　　　合いの場として設けられており、こませ網盛漁期前には、今シーズンの予測に対応す

　　　る協議と相互の船に乗船して理解を深める体験乗船が実施され、シーズン後には当該

　　　シーズンの総括的な対応の話し合いの場として開催され、今後に反映される協議が進

　　　められている。 

　　②　備讃瀬戸進路警戒業務検討会 

　　　　「備讃瀬戸進路警戒業務検討会」は、エスコートボートによる進路警戒業務及び巡

　　　視船艇による航路しょう戒業務の実施にあたって、問題点の調査・調整・対応を図る

　　　ため、警戒船関係・海保により組織され、船舶交通の安全を確保するために、「備讃

　　　瀬戸海上安全調査委員会」と並行して開催されている。

※は一部、（財）日本海事センター

　補助事業により実施

H２より

内海水先区水先人会、水島地区曳船協議会、
福山ポートサービス（株）等

事務局：（公社）瀬戸内海海上安全協会

※　備讃瀬戸交通安全調査委員会（於：高松市）H23より
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　前述の経緯を背景に、各委員会等は、委員長、海保及び当協会を中心とした関係者協

議の上、次に示すような構成メンバーで運営されている。

（５）各委員会等の構成メンバー（平成24年度末現在）

①　備讃瀬戸交通安全調査委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

　　＜委員長、副委員長＞

　　　学識経験者　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学名誉教授

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安大学校名誉教授

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　水産大学校名誉教授

　　＜委　員＞

　　　香川県漁業協同組合連合会　　　　　　　　専務理事

　　　　　同　水産振興協会　　　　　　　　　　専務理事

　　　庵治漁業協同組合　　　　　　　　　　　　代表理事組合長

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　こませ網漁業委員長

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　こませ網漁業副委員長

　　　内海水先区水先人会　　　　　　　　　　　副会長

　　　（一社）日本船長協会神戸支部　　　　　　　技術顧問

　　　（一社）日本船主協会　　　　　　　　　　　海務部長

　　　三菱化学（株）坂出事業所　　　　　　　　　海務監督

　　　備讃瀬戸旅客船等懇話会　　　　　　　　　会長

　　＜オブザーバー＞

　　　高松地区こませ網協議会　　　　　　　　　会長

　　　日本郵船（株）関西支店　　　　　　　　　　支店長代理

　　　（株）商船三井神戸支店　　　　　　　　　　海上安全部部長代理

　　　川崎汽船（株）関西支店　　　　　　　　　　副支店長

　　　ＪＦＥスチール（株）西日本製鉄所倉敷地区　総務部長

　　　ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）水島製油所　　需給グループアシスタントマネージャー

　　　コスモ石油（株）坂出製油所　　　　　　　　海務監督

　　　日東タグ（株）　　　　　　　　　　　　　　常務取締役

　　　福山ポートサービス（株）　　　　　　　　　海事本部長

　　＜関係官庁＞

　　　第六管区海上保安本部　　　　　　　　　　交通部長

　　　高松海上保安部　　　　　　　　　　　　　部長

　　　備讃瀬戸海上交通センター　　　　　　　　所長

　　　香川県農林水産部　　　　　　　　　　　　次長

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　水産課長

　　＜事務局＞

　　　（公社）瀬戸内海海上安全協会
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　前述の経緯を背景に、各委員会等は、委員長、海保及び当協会を中心とした関係者協

議の上、次に示すような構成メンバーで運営されている。

（５）各委員会等の構成メンバー（平成24年度末現在）

①　備讃瀬戸交通安全調査委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

　　＜委員長、副委員長＞

　　　学識経験者　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学名誉教授

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安大学校名誉教授

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　水産大学校名誉教授

　　＜委　員＞

　　　香川県漁業協同組合連合会　　　　　　　　専務理事

　　　　　同　水産振興協会　　　　　　　　　　専務理事

　　　庵治漁業協同組合　　　　　　　　　　　　代表理事組合長

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　こませ網漁業委員長

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　こませ網漁業副委員長

　　　内海水先区水先人会　　　　　　　　　　　副会長

　　　（一社）日本船長協会神戸支部　　　　　　　技術顧問

　　　（一社）日本船主協会　　　　　　　　　　　海務部長

　　　三菱化学（株）坂出事業所　　　　　　　　　海務監督

　　　備讃瀬戸旅客船等懇話会　　　　　　　　　会長

　　＜オブザーバー＞

　　　高松地区こませ網協議会　　　　　　　　　会長

　　　日本郵船（株）関西支店　　　　　　　　　　支店長代理

　　　（株）商船三井神戸支店　　　　　　　　　　海上安全部部長代理

　　　川崎汽船（株）関西支店　　　　　　　　　　副支店長

　　　ＪＦＥスチール（株）西日本製鉄所倉敷地区　総務部長

　　　ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）水島製油所　　需給グループアシスタントマネージャー

　　　コスモ石油（株）坂出製油所　　　　　　　　海務監督

　　　日東タグ（株）　　　　　　　　　　　　　　常務取締役

　　　福山ポートサービス（株）　　　　　　　　　海事本部長

　　＜関係官庁＞

　　　第六管区海上保安本部　　　　　　　　　　交通部長

　　　高松海上保安部　　　　　　　　　　　　　部長

　　　備讃瀬戸海上交通センター　　　　　　　　所長

　　　香川県農林水産部　　　　　　　　　　　　次長

　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　水産課長

　　＜事務局＞

　　　（公社）瀬戸内海海上安全協会
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②　備讃瀬戸進路警戒業務検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

　　＜座　長＞

　　　学識経験者　　　　　　　　　　　　　　　海上保安大学校名誉教授

　　＜進路警戒船＞

　　　内海水先区水先人会

　　　福山ポートサービス（株）

　　　水島港曵船協議会

　　　　　日東タグ（株）、三洋海事（株）、内海曳船（株）、日本栄船（株）、

　　　　　日本海事興業（株）、早駒運輸（株）、（株）シーゲートコーポレーション

　　＜関係官庁＞

　　　高松海上保安部、水島海上保安部、玉野海上保安部、坂出海上保安署、

　　　小豆島海上保安署、福山海上保安署、備讃瀬戸海上交通センター

　　＜事務局＞

　　　（公社）瀬戸内海海上安全協会

○参考資料　別紙１「備讃瀬戸海域における航行安全上の課題」……………… 28頁

　　　　　　別紙２「備讃瀬戸海域における

　　　　　　　　　　　　　海上交通安全に関する調査研究事業の概要」…… 29頁

　　　　　　別紙３「備讃瀬戸交通安全調査委員会　規約」…………………… 30頁

　　　　　　別紙４「備讃瀬戸海域におけるこませ網漁期の

　　　　　　　　　　　　　安全対策関係委員会の開催概要一覧」…………… 32頁
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②　備讃瀬戸進路警戒業務検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

　　＜座　長＞

　　　学識経験者　　　　　　　　　　　　　　　海上保安大学校名誉教授

　　＜進路警戒船＞

　　　内海水先区水先人会

　　　福山ポートサービス（株）

　　　水島港曵船協議会

　　　　　日東タグ（株）、三洋海事（株）、内海曳船（株）、日本栄船（株）、

　　　　　日本海事興業（株）、早駒運輸（株）、（株）シーゲートコーポレーション

　　＜関係官庁＞

　　　高松海上保安部、水島海上保安部、玉野海上保安部、坂出海上保安署、

　　　小豆島海上保安署、福山海上保安署、備讃瀬戸海上交通センター

　　＜事務局＞

　　　（公社）瀬戸内海海上安全協会

○参考資料　別紙１「備讃瀬戸海域における航行安全上の課題」……………… 28頁

　　　　　　別紙２「備讃瀬戸海域における

　　　　　　　　　　　　　海上交通安全に関する調査研究事業の概要」…… 29頁

　　　　　　別紙３「備讃瀬戸交通安全調査委員会　規約」…………………… 30頁

　　　　　　別紙４「備讃瀬戸海域におけるこませ網漁期の

　　　　　　　　　　　　　安全対策関係委員会の開催概要一覧」…………… 32頁
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備讃瀬戸交通安全調査委員会　規約

（委員会の設置）

第１条　公益社団法人　瀬戸内海海上安全協会（以下「協会」という。）は、備讃瀬戸東側

海域におけるこませ網漁船操業と船舶交通の安全を図るため、関係者の相互理解を深め、

共生共助の理念に基づき、互譲の精神で安全対策を共創することを目的として、「備讃瀬

戸交通安全調査委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。

（委員の構成等）

第２条　委員会は、委員長、副委員長、委員、オブザーバー及び関係行政機関（以下「委員

等」という。）をもって構成する。

　２　委員等は、別紙のとおりとする。別紙（省略）

　３　公益社団法人　瀬戸内海海上安全協会会長（以下「会長」という。）は、委員長と協

　　議のうえ、委員等の選出及び変更を行うことができる。

　　　なお、別紙構成員以外の関係者からオブザーバーとしての参加希望があった場合等

　　も同様とする。

　４　委員の任期は２年とし、累次更新できるものとする。補欠の委員の任期は、前任者

　　の残任期間とする。

　５　会長は、特別の事情があるときは、委員長と協議のうえ委員を解任することができ

　　る。

　６　委員が出席できないときは、代理人を出席させることができる。

（委員の選出等）

第３条　委員長、副委員長は、学識経験者から推薦された者の中から、会長が使命する。

　２　委員長は、会務を主宰する。

　　　なお、会務を円滑に遂行するため、委員長は次の権限を有する。

　　　（１）関係行政機関に必要な説明を行わせる。

　　　（２）オブザーバーに必要な説明を行わせ、意見を述べさせる。

　　３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長に代り委員会を

　　主宰する。

（委員会の業務）

第４条　委員会の目的を達成するため、会議及び行事（以下「会議等」という。）を開催す

る。

　２　対策海域は、当分の間、庵治漁業協同組合の操業海域である男木島以東海域とする。

（会　議）

第５条　委員会の会議は、次のとおりとする。

別紙３
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備讃瀬戸交通安全調査委員会　規約

（委員会の設置）

第１条　公益社団法人　瀬戸内海海上安全協会（以下「協会」という。）は、備讃瀬戸東側

海域におけるこませ網漁船操業と船舶交通の安全を図るため、関係者の相互理解を深め、

共生共助の理念に基づき、互譲の精神で安全対策を共創することを目的として、「備讃瀬

戸交通安全調査委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。

（委員の構成等）

第２条　委員会は、委員長、副委員長、委員、オブザーバー及び関係行政機関（以下「委員

等」という。）をもって構成する。

　２　委員等は、別紙のとおりとする。別紙（省略）

　３　公益社団法人　瀬戸内海海上安全協会会長（以下「会長」という。）は、委員長と協

　　議のうえ、委員等の選出及び変更を行うことができる。

　　　なお、別紙構成員以外の関係者からオブザーバーとしての参加希望があった場合等

　　も同様とする。

　４　委員の任期は２年とし、累次更新できるものとする。補欠の委員の任期は、前任者

　　の残任期間とする。

　５　会長は、特別の事情があるときは、委員長と協議のうえ委員を解任することができ

　　る。

　６　委員が出席できないときは、代理人を出席させることができる。

（委員の選出等）

第３条　委員長、副委員長は、学識経験者から推薦された者の中から、会長が使命する。

　２　委員長は、会務を主宰する。

　　　なお、会務を円滑に遂行するため、委員長は次の権限を有する。

　　　（１）関係行政機関に必要な説明を行わせる。

　　　（２）オブザーバーに必要な説明を行わせ、意見を述べさせる。

　　３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長に代り委員会を

　　主宰する。

（委員会の業務）

第４条　委員会の目的を達成するため、会議及び行事（以下「会議等」という。）を開催す

る。

　２　対策海域は、当分の間、庵治漁業協同組合の操業海域である男木島以東海域とする。

（会　議）

第５条　委員会の会議は、次のとおりとする。
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　　（１）　会議は、原則として年２回とする。

　　（２）　会議場所は、原則として高松市内とする。

　　（３）　議長は、委員長とする。

　　２　個別の発言議事録は作成しないものとする。

　　３　委員等は、会議で得られた意見・情報を各組織に持ち帰り、それぞれ真摯に検討し

　　活用するものとする。

（行　事）

第６条　委員会の行事は、次のとおりとし、副委員長が主宰し議事を進行する。

　　（１）　相互体験乗船（年１回〜２回）

　　（２）　進路警戒業務検討会（年１回）

　　（３）　その他必要な行事

　　２　各行事における個別の発言議事録は作成しないものとする。

　　３　各行事においては、参加組織が可能な限り協力を行うものとする。

（委員の報酬）

第７条　委員会等に出席する委員の報酬（旅費等を含む。）は、無償とする。

　　但し、委員長、副委員長に対しては、参加に必要な経費として、協会の委員会規則に定

める額を支給する。

（事務局）

第８条　委員会の事務局は、協会に置く。

（雑　則）

第９条　この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会議において決定す

る。

　　　附　則　　　　この規約は、平成23年10月12日から施行する。
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　　（１）　会議は、原則として年２回とする。
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　　（３）　議長は、委員長とする。

　　２　個別の発言議事録は作成しないものとする。

　　３　委員等は、会議で得られた意見・情報を各組織に持ち帰り、それぞれ真摯に検討し

　　活用するものとする。

（行　事）

第６条　委員会の行事は、次のとおりとし、副委員長が主宰し議事を進行する。

　　（１）　相互体験乗船（年１回〜２回）

　　（２）　進路警戒業務検討会（年１回）

　　（３）　その他必要な行事

　　２　各行事における個別の発言議事録は作成しないものとする。

　　３　各行事においては、参加組織が可能な限り協力を行うものとする。

（委員の報酬）

第７条　委員会等に出席する委員の報酬（旅費等を含む。）は、無償とする。

　　但し、委員長、副委員長に対しては、参加に必要な経費として、協会の委員会規則に定

める額を支給する。

（事務局）

第８条　委員会の事務局は、協会に置く。

（雑　則）

第９条　この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会議において決定す

る。
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年　月　日 項　　　　　　目 概　　　　　　要

平成元年10月16日 第一回備讃瀬戸海上安全座談会開催 高松海上保安部長の発案で備讃瀬戸における船舶

交通と漁業操業の調和を図ることを目的として、

海保、海事関係者、漁業者間で意見交換

平成２年２月９日 海事７団体から海上保安庁長官へ陳情 陳情内容：可航幅の確保・巡視船の適切な配備等

　　　　６月15日 男木島以東海域こませ漁業者関係者会

議開催

海保から漁業者に対し、「可航幅300メートルの確

保」「自主規制ラインの設定」「操業時間調整」を提

案するも、同意が得られず

　　　　７月９日 第一回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 海運７団体からの陳情を受け、こませ網漁業問題

に関する海運関係者の意見を聞き、かつ、調整す

る必要があるとの理由により、高松海上保安部主

催（六本部指示）により、海保、海事関係者間で

意見交換

　　　　９月11日 こませ網漁業問題解決のための当面の

対応方針を六本部が策定

海事関係者と漁業関係者の妥協点が見えないこと

から、問題解決のための施策を推進するため、備

讃瀬戸海上安全座談会と備讃瀬戸海上交通懇談会

を開催し、段階的に検討を進めることが示された。

　　　　10月１日 第二回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 海保から海事関係者に対し、近年の船舶大型化に

伴う同船舶の可航幅の確保の困難性について説明

　　　　11月６日 第二回備讃瀬戸海上安全座談会開催 座長を神戸商船大学鈴木助教授、進行を高松海上

保安部長が行い意見交換。座長から相互体験乗船

の提案がなされる。

　　　　12月13日 第三回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 懇談会の運営を（社）瀬戸内海海上安全協会とする

こととなる。なお、今後の会議運営のための費用

については、一部を船社と荷主側で負担すること

となる。

平成３年１月29日 備讃瀬戸海上安全座談会（第一回分科

会）開催

相互体験乗船実施要領等について討議

　　　　２月20日 第三回備讃瀬戸海上安全座談会開催 相互体験乗船の実施等について確認

　　　　９月19日 第四回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　11月27日 第四回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 省略

平成４年１月29日 備讃瀬戸海上安全座談会（第二回分科

会）開催

省略

　　　　３月13日 第五回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　11月２日 第六回備讃瀬戸海上安全座談会開催 平成５年度から座談会等（備讃瀬戸海運水産委託

事業）を（財）日本海洋振興会からの補助事業とす

ることが説明される。〔補助金受入れ先：（社）瀬戸

内海海上安全協会〕

　　　　11月26日 第五回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 省略

平成５年１月28日 備讃瀬戸海上安全座談会（第三回分科

会）開催

こませ網漁具標識（タル）の統一について意見が

出る。

　　　　３月16日 第七回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　10月６日 第８回備讃瀬戸海上安全調査委員会開催 備讃瀬戸海上安全座談会を名称変更

平成６年１月10日 第５回備讃瀬戸海上交通調査委員会開催 備讃瀬戸海上交通座談会を名称変更。開催場所を

高松市内から岡山市内に変更

備讃瀬戸海域におけるこませ網漁期の安全対策関係委員会の開催概要一覧

別紙４
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年　月　日 項　　　　　　目 概　　　　　　要
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交通と漁業操業の調和を図ることを目的として、

海保、海事関係者、漁業者間で意見交換

平成２年２月９日 海事７団体から海上保安庁長官へ陳情 陳情内容：可航幅の確保・巡視船の適切な配備等
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　　　　７月９日 第一回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 海運７団体からの陳情を受け、こませ網漁業問題

に関する海運関係者の意見を聞き、かつ、調整す
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　　　　９月19日 第四回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　11月27日 第四回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 省略

平成４年１月29日 備讃瀬戸海上安全座談会（第二回分科
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事業）を（財）日本海洋振興会からの補助事業とす

ることが説明される。〔補助金受入れ先：（社）瀬戸

内海海上安全協会〕

　　　　11月26日 第五回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 省略

平成５年１月28日 備讃瀬戸海上安全座談会（第三回分科

会）開催

こませ網漁具標識（タル）の統一について意見が

出る。

　　　　３月16日 第七回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　10月６日 第８回備讃瀬戸海上安全調査委員会開催 備讃瀬戸海上安全座談会を名称変更
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年　月　日 項　　　　　　目 概　　　　　　要

平成21年２月16日 第36回備讃瀬戸海上交通調査委員会

開催

内海水先区水先人会から航路外航路や反航レーン

の避航を余儀なくされるときは、船長と協議し航

路に入航しない旨資料により説明

　　　　２月24日 入港遅延船の発生

　　　　６月30日 備讃瀬戸航路利用者協議会から海保

長官へ陳情

備讃瀬戸東航路入航予定の巨大船（貨物船）が翌日

に変更以後、同様の事案発生    

平成22年10月20日 第39回備讃瀬戸海上交通調査委員会

開催

こませ両委員会の統合について意思統一

平成23年１月26日 こませ網漁船に対する簡易型ＡＩＳの

設置

41隻のこませ網漁船に簡易型ＡＩＳ設置完了

　　　　２月17日 第40回備讃瀬戸海上交通調査委員会

開催

こませ両委員会の統合（案）了承

　　　　３月14日 第43回備讃瀬戸海上安全調査委員会

開催

こませ両委員会の統合（案）了承

　　　　６月29日 こませ網漁船に対する簡易型ＡＩＳの

設置

6隻のこませ網漁船に簡易型ＡＩＳ設置完了

（合計47隻）

　　　　10月12日 第1回備讃瀬戸交通安全調査委員会

（統合委員会）開催

こませ両委員会を統合した第1回目の委員会開催

し、規約等を承認

平成24年２月15日 第2回備讃瀬戸交通安全調査委員会

開催

備讃瀬戸東海域を利用する関係者の相互理解を深

め、共生共助の理念に基づき、互譲の精神で安全

対策を共創することを目的に意見交換等を実施

平成25年２月18日 第4回備讃瀬戸交通安全調査委員会 平成24年度の反省を踏まえて、平成25年度の安全

対策等各機関の取組みに関する意見交換

　　　　10月６日 第22回進路警戒船業務検討会開催 進路警戒船と海保所属の航路しょう戒船関係者が

一堂に会し、意見交換のうえ、関係者間の連携強

化を図った。

　　　　10月17日 第3回備讃瀬戸交通安全調査委員会 平成24年度の漁期における各機関の安全対策の実

施報告及び検討

「迂回航行の明文化」等を要望

　※平成６年１月10日以降、平成20年末迄省略
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年　月　日 項　　　　　　目 概　　　　　　要
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6

①　こませ操業情報の入手

　　備讃瀬戸海上交通センターが提供する、「こませ網漁船操業状況参考図」を事前に

　入手し、航路航行時の操船の参考とするほか、船長は水先人の助言に基づいて航路入

　航の可否を判断する。

②　巨大船の航行予定の提供

　　関係漁協に巨大船の備讃瀬戸東航路航行予定を通報し、可航幅300メートルの確保

　を依頼している。

③　「こませカレンダー」の作成（参考資料　36頁）

　　漁業者、備讃瀬戸海上交通センター等からのこませ情報を基に、巨大船の航行困難

　度を予測したカレンダーを作成、関係者に配布し安全対策の資料としている。

④　入航調整

　　大型危険物積載船及び喫水16メートルを超える船舶については、こませカレンダー

　に基づき航行困難度の高い日は備讃瀬戸航路への入航を避けるよう予め調整する。

⑤　出港調整

　　各港から出港し備讃瀬戸を東航する巨大船は次の安全対策を講じている。

　イ　こませ操業情報を入手し、航路内可航幅が確保されていることを確認し出港する。

　ロ　こませ操業情報が入手できないと予想される場合は、男木島付近を転流時に航行

　　できるよう調整する。

⑥　進路警戒船配備

　イ　こませ網操業日には、全長200メートル〜250メートルの巨大船に進路警戒船を配

　　備する。

　ロ　豊島礼田埼から備讃瀬戸航路中央第５号灯浮標付近にかけて航路閉塞が予測され

　　る。

　　　西流の時間帯に喫水15メートル以上の船舶が航行する場合は、備讃瀬戸東航路中

　　央第５号灯浮標の北西に水深限界標示船を配備する。

⑦　来島海峡への迂回

　　出港調整が不可能な場合は来島海峡航路経由を考慮する。

①　漁具標識の統一

　　漁具に設置しているタルについて、錨ダルは黄色（オレンジ色でもよい。）、その他

　のタルは白色とする。

　　単独で操業する場合は、マストに黄色のタルを掲げる。

　　集団操業の場合は、北端船のマストに黄色のタル、南端船に白色のタルを掲げる。

　　また、夜間はタルに灯火を設置する。

②　操業情報の提供

　　各操業期間毎に主な操業場所及び操業統数、こませ網休漁日の情報等を提供している。
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こませ網漁業リーフレット等による周知

こませ網漁業は特殊な漁法であることから、日本語、英語、中国語、韓国語による

周知用リーフレットを作成し船舶及び運航関係者に配布するほか、インターネット・

ホームページにより周知を図っている。

、携帯電話にて

③　中讃地区の許可区域設定と操業期間の短縮

　　水島交差部付近では、可航幅を確保した操業区域を設定するとともに、従来の操業

　期間を短縮している。

④　漁況予報の提供

　　香川県水産課は、いかなごの漁獲予想を提供している。

①　航路内可航幅300メートルの確保指導

　　こませ網漁業者との会議等の場において、可航幅300メートルの確保を指導している。

航路内可航幅300メートルの確保指導
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こませカレンダーの一例［参考資料］

「こませ網漁」による航路内可航水域の状況予想
2013年2月1日　〜　8月31日

※困難度：△→○→◎（◎が困難度最大）
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備讃瀬戸交通安全調査委員会　会議資料〔（公社）瀬戸内海海上安全協会〕

（公社）瀬戸内海海上安全協会〕

（公社）瀬戸内海海上安全協会〕
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（公社）瀬戸内海海上安全協会〕
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巻末資料４： 

コマセ ブックレットの参考資料１およびリーフレット 

 

 

 

 

 

 

Komase Booklet 参 考 資 料 １ 

 

 

１−１ 海上交通安全法制定の経過 

１−２ 海上交通安全法案に対する附帯決議 
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１－３　海上交通安全法の抜粋

（昭和四十七年七月三日法律第百十五号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終改正：平成二十一年七月三日法律第六九号

　　　　第一章　総則（第一条・第二条）

　　　　第二章　交通方法

　　　　　第一節　航路における一般的航法（第三条−第十条）

　　　　　第二節　航路ごとの航法（第十一条−第二十一条）

　　　　　第三節　特殊な船舶の航路における交通方法の特則（第二十二条−第二十四条）

　　　　　第四節　狭い水道における航法（第二十五条）

　　　　　第五節　危険防止のための交通制限等（第二十六条）

　　　　　第六節　灯火等（第二十七条−第二十九条）

　　　　第三章　危険の防止（第三十条−第三十三条）

　　　　第四章　雑則（第三十四条−第三十九条）

　　　　第五章　罰則（第四十条−第四十三条）

第一章　総則

（目的及び適用海域）

　　　第一条　この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別

　　　　　　　の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうこと

　　　　　　　により、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

　　　　　２　この法律は、東京湾、伊勢湾（伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち

　　　　　　　伊勢湾に接する海域を含む。）及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以

　　　　　　　外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域（次の各号に掲げる

　　　　　　　海域を除く。）との境界は、政令で定める。 

　　　　　　一　港則法 （昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域 

　　　　　　二　港則法 に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法 （昭和二十五年法律

　　　　　　　　第二百十八号）第二条第三項 に規定する港湾区域 

　　　　　　三　漁港漁場整備法 （昭和二十五年法律第百三十七号）第六条第一項 から第

　　　　　　　　四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定し

　　　　　　　　た漁港の区域内の海域 

　　　　　　四　陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として

　　　　　　　　政令で定める海域

（定義） 

　　　第二条　この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路とし

　　　　　　　て政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。 

　　　　　２　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
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　　　　　　　めるところによる。

　　　　　　一　船舶　水上輸送の用に供する船舟類をいう。 

　　　　　　二　巨大船　長さ二百メートル以上の船舶をいう。 

　　　　　　三　漁ろう船等　次に掲げる船舶をいう。

　　　　　　　イ　漁ろうに従事している船舶

　　　　　　　ロ　工事又は作業を行なっているため接近してくる他の船舶の進路を避ける

　　　　　　　　　ことが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めると

　　　　　　　　　ころにより灯火又は標識を表示しているもの

　　　　　３　この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の

　　　　　　　意義は、それぞれ海上衝突予防法（昭和五十二年法律第六十二号）第三条第

　　　　　　　四項 及び第十項 並びに第三十二条第一項 に規定する当該用語の意義による。

　　　　　　　　

第二章　交通方法 

　第一節　航路における一般的航法 

（航路航行義務） 

　　　第四条　長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土

　　　　　　　交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で

　　　　　　　定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿って航行しなければ

　　　　　　　ならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助する

　　　　　　　ためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

（速力の制限） 

　　　第五条　国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する

　　　　　　　場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力（対水速力をいう。

　　　　　　　以下同じ。）を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるた

　　　　　　　め又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、

　　　　　　　この限りではない。

（びょう泊の禁止） 

　　　第十条　船舶は、航路においては、びょう泊（びょう泊をしている船舶にする係留を

　　　　　　　含む。以下同じ。）をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命

　　　　　　　若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限り

　　　　　　　でない。

　第二節　航路ごとの航法

（備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路） 

　　第十六条　船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿って航行するときは、同航路の中央から

　　　　　　　右の部分を航行しなければならない。 

（備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路） 

　　第十八条　船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿って航行するときは、西の方向に航行し

　　　　　　　なければならない。 

　　　　　２　船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、東の方向に航行し

　　　　　　　なければならない。  
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　　　　　３　船舶は、水島航路をこれに沿って航行するときは、できる限り、同航路の中   

　　　　　　　央から右の部分を航行しなければならない。 

　　　　　４　第十四条の規定は、水島航路について準用する。

　　第十九条　水島航路をこれに沿って航行している船舶（巨大船及び漁ろう船等を除く。）

　　　　　　　は、備讃瀬戸北航路をこれに沿って西の方向に航行している他の船舶と衝突

　　　　　　　するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。こ

　　　　　　　の場合において、海上衝突予防法第九条第二項、第十二条第一項、第十五条

　　　　　　　第一項前段及び第十八条第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定は、当

　　　　　　　該他の船舶について適用しない。 

　　　　　２　水島航路をこれに沿って航行している漁ろう船等は、備讃瀬戸北航路をこれ

　　　　　　　に沿って西の方向に航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当

　　　　　　　該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防

　　　　　　　法第九条第二項及び第三項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項（第

　　　　　　　三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当該巨大船について適用し

　　　　　　　ない。

第三節　特殊な船舶の航路における交通方法の特則 

（巨大船等の航行に関する通報） 

　第二十二条　次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当

　　　　　　　該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との

　　　　　　　連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなけ

　　　　　　　ればならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

　　　　　　一　巨大船 

　　　　　　二　巨大船以外の船舶であって、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める

　　　　　　　　長さ以上のもの

　　　　　　三　危険物積載船（原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物

　　　　　　　　を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のも

　　　　　　　　のをいう。以下同じ。）

　　　　　　四　船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶（当該引き船

　　　　　　　　の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端

　　　　　　　　までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。）

（巨大船等に対する指示） 

　第二十三条　海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶（以下「巨大船等」という。）の

　　　　　　　航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため

　　　　　　　必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定

　　　　　　　めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他

　　　　　　　当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。     
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　　　　　　　ればならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

　　　　　　一　巨大船 

　　　　　　二　巨大船以外の船舶であって、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める

　　　　　　　　長さ以上のもの

　　　　　　三　危険物積載船（原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物

　　　　　　　　を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のも

　　　　　　　　のをいう。以下同じ。）

　　　　　　四　船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶（当該引き船

　　　　　　　　の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端

　　　　　　　　までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。）

（巨大船等に対する指示） 

　第二十三条　海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶（以下「巨大船等」という。）の

　　　　　　　航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため

　　　　　　　必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定

　　　　　　　めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他

　　　　　　　当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。     
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巻末資料５：来島海峡の汐り 
 

来島海峡海上交通センター Web サイト： 

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/index.htm#top の中「来島海峡の汐り」： 

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/succor/osirase/shiori/2014/2014shiori.pdf に 

掲載してあるものを抜粋 
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来島海峡の汐り 
 
 

この来島海峡の汐りは、今治港の毎日の潮汐とその潮高、来島海峡（中水 

道）における毎日の潮流の状況、転流時刻・流速及び日出没時刻等の予報 

値を掲載していますので、マリンレジャー、航海計画の参考にしてください。 
 

 

なお、実際の航海には海上保安庁刊行の「潮汐表」を使用するととも

に、潮流信号所が示す潮流を確認してください。 
 

 

来島海峡海上交通センター（来島マーチス）のホームページ等のご案内 
 
 

来島海峡海上交通センターでは、来島海峡航路を航行する船舶に対して、 

来島海峡航路に関する様々な情報（巨大船の航路入航予定、潮流、気象

現 況、航路の航行制限、海難の状況など）を、無線放送、インターネッ

ト・ ホームページ、一般電話を通じてリアルタイムに提供しています。 

◆ラジオ放送◆ 

日本語／毎時１５分及び４５分から１５分間（AM      １６５１KHｚ） 

英 語／毎時００分及び３０分から１５分間（AM ２０１９KHｚ） 

◆インターネットサービス◆ 

P C サイト URL：http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/ 

携帯サイト URL：http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/ｍ/ 
 
 
 
 
 

 
 

◆テレホンサービス◆ 

携帯 QR コード 

管制情報（大型船等の航路入航予定及び航路の航行制限の状況） 
TEL （０８９８） ３１－３６３６ 

気象情報（今治、津島、高井神島の風向、風速等） 
TEL （０８９８） ３１－８１７７ 

 

 

瀬戸内海・宇和海の安全情報のご案内 
 

第六管区海上保安本部海洋情報部では、ホームページ及び携帯サイト

において、六管区内の各地の潮汐・潮流の推算等の様々な情報を掲載し

ていますので、ご利用下さい。 

PC サイト URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/   

携帯サイト URL ：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/i/ 

 

 
 
 
 

携帯 QRコード 
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◆テレホンサービス◆ 

携帯 QR コード 
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瀬戸内海・宇和海の安全情報のご案内 
 

第六管区海上保安本部海洋情報部では、ホームページ及び携帯サイト
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緊急情報や気象情報をメールで配信します！ 
 

第六管区海上保安本部では平成２４年７月１日から、瀬戸内海・

宇和海の 沿岸海域における「海の緊急情報」をメールで配信してい

ます。 

「緊急情報配信サービス」にメールアドレスを登録（無料）した後、

配信 を希望する情報や地域を設定することで、海難・事故等の緊急

情報、気象警 報・注意報等の気象情報がメールで配信されます。 
 

 

緊急情報 
＊航行船舶に影響のある海難・事故等の発生情報 
＊視界不良等による船舶航行の制限・禁止情報 
＊航路標識（灯台・灯浮標等）の消灯・異常等の情報 
＊航行船舶に影響のある航路障害物等の情報等 

 
 
 
 

気象警報・注意報等（気象庁発表） 
＊津波警報・注意報 
＊気象警報(暴風、大雨、波浪、高潮、大雪、暴風雪) 
＊気象注意報(強風、波浪、高潮、濃霧、大雨、大雪) 
＊地方海上警報(濃霧、強風、暴風、台風、うねり) 

 

 
 

「緊急情報配信」サービスへの登録は、次のＵＲＬまたはＱＲ

コードからアクセスできます。 

http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html 

沿岸域情報提供システム（ＭＩＣＳ）について 

 
 
 
 

携帯 QRコード 

 

海上保安庁では、プレジャーボート、漁船などの船舶運航者や磯釣り、マ リン

スポーツなどのマリンレジャー愛好者の方々などに対して、「海の安全 に関する

情報」をリアルタイムに提供する「沿岸域情報提供システム」（Ｍ ＩＣＳ）を全

国の海上保安（監）部等で運用しています。 

ＭＩＣＳでは、海上における安全のより一層の向上を目指して、船舶交通 の安

全のために必要な情報を使いやすく、分かりやすい形に分類、整理し、 インター

ネットなどを通じて「誰もが簡単に」「必要な情報を必要なとき に」「誰にでも

分かりやすく」提供しています。 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/mics 

マリンレジャー安全情報 

全国版（海上保安庁ホームページ） 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/marine/leisure.htm 

瀬戸内海（第六管区海上保安本部ホームページ） 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/leisure/index.html 
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緊急情報や気象情報をメールで配信します！ 
 

第六管区海上保安本部では平成２４年７月１日から、瀬戸内海・
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スポーツなどのマリンレジャー愛好者の方々などに対して、「海の安全 に関する

情報」をリアルタイムに提供する「沿岸域情報提供システム」（Ｍ ＩＣＳ）を全

国の海上保安（監）部等で運用しています。 

ＭＩＣＳでは、海上における安全のより一層の向上を目指して、船舶交通 の安

全のために必要な情報を使いやすく、分かりやすい形に分類、整理し、 インター
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来島海峡航路の特殊な航法に注意！ 
 

 

来島海峡航路は、世界で唯一の「順中逆西」(じゅんちゅうぎゃくせ

い)という特殊な航法をとっています。 

この航法は、潮流の流向により通航路が変わる特殊なもので、船舶

が潮流 に乗って航行する場合（順潮の場合）は中水道を、潮流に逆ら

って航行する場合（逆潮の場合）は西水道を航行することになってい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通常の航法と同じです 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※通常の航法と反対になります 
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航路入航前における通報の義務付け！ 
 

情報の聴取義務エリアを航行する長さ５０メートル以上の船

舶は、来島海峡海上交通センターからの情報を聴取し、自ら安

全を確保して航行しな ければなりません。 

転流前後における特別な航法の指示を適切に行うため、転流

の１時間前から転流するまでの間に航路を航行しようとする

船舶の船長は、位置通報 ラインを横切るときに来島海峡海上

交通センターへの通報をお願いしま 

す。 
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            ：位置通報ライン 

：情報の聴取義務エリア 
 

 
 

 

(注)転流：潮流が憩流の際に流向を変えることをいう。（書誌第 801 号、水路図誌使用の手引き抜粋） 
 
 

通報内容は、 
・  船名 
・  海上保安庁との連絡手段 
・  航行する速力 
・  航路入航予定時刻 

です。 
 
 
 
 

             うみまる 
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最低速力の確保 
 

来島海峡航路を航行する船舶は、逆潮の場合に潮流の速力を超えて ４

ノット以上の速力で航行しなければなりません。 
 

 

潮流 
 

 
 

＜最低速力の例＞ 潮
流の速力が 

５ノットの場合 

５＋４＝９ 

最低対水速力：９ノット 

 

強いときには、潮流が１０ノット程度 

にも及ぶ来島海峡では、最低速力 を

確保しなければ、 

 

・乗揚げの危険 

・停留による他の船舶交通の阻害 

 

が生じます。 

 

 
 

最低速力を確保できない船舶に対しては、安全のため航路外での待機を指示

する場合もあります。 
 

 

転流前後における航法について 
 

来島海峡海上交通センターでは、潮流の向きが変わる転流の前後に、主と 

して国際ＶＨＦ無線電話により航行船舶に対して個別の航法を指示します。 

この連絡のため、船舶側においても情報の聴取をお願いします。 

指示の内容は、航行する水道（西水道又は中水道）を指示するものであ

り、船舶の操船（操舵角や機関操作等）に関して指示をするものではあり

ません。 
 
 

 

順 
逆 

 
 
 
 

 

小島 大島 
     中 

     西    水 
    水   道      
  道 

 

南流の場合の航法  順 

北流の場合の航法 逆
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最低速力の確保 
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にも及ぶ来島海峡では、最低速力 を

確保しなければ、 

 

・乗揚げの危険 

・停留による他の船舶交通の阻害 

 

が生じます。 

 

 
 

最低速力を確保できない船舶に対しては、安全のため航路外での待機を指示

する場合もあります。 
 

 

転流前後における航法について 
 

来島海峡海上交通センターでは、潮流の向きが変わる転流の前後に、主と 

して国際ＶＨＦ無線電話により航行船舶に対して個別の航法を指示します。 

この連絡のため、船舶側においても情報の聴取をお願いします。 

指示の内容は、航行する水道（西水道又は中水道）を指示するものであ

り、船舶の操船（操舵角や機関操作等）に関して指示をするものではあり

ません。 
 
 

 

順 
逆 

 
 
 
 

 

小島 大島 
     中 

     西    水 
    水   道      
  道 

 

南流の場合の航法  順 

北流の場合の航法 逆
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小�島�

情報提供及び勧告 
 

来島海峡海上交通センターでは、航行船舶に対して、他船の動静、操

業漁船、気象海象、工事作業等の情報を提供するとともに、危険を防止

するために必要なときは勧告を行うことがあります。 

また、勧告に基づいて講じた措置については報告をお願いすることが

あります。 

情報提供や勧告は、日本語又は英語で、主として国際ＶＨＦ無線電話

を用いて行います。ただし、場合によっては、船舶電話等の方法でも行

う場合があります。 

なお、来島海峡海上交通センターが行う情報提供や勧告は、船舶の運

航 者の判断を支援するために行うもので、具体的な操船方法を指示する

もの ではありません。 
 

追越しの禁止 
 

 

：追越し禁止区間 
 

 
 

津島潮流信号所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬 

島� 大 島�
 
 
 
 
 
 
 
 

 
来島海峡航路 

 
 
 
 

来島海峡海上交通センター�

 
 

来島海峡航路を航行す

る船舶は、次の船舶を除

く他の船舶を追い越して

はいけません。 
 
 

①漁ろうに従事している

船舶 

 

②許可を受けて工事作

業に従事する船舶 

 

③緊急用務を行うため

速力の遅い船舶 

 

④対地速力４ノットを確

保できない船舶 

 

ただし、海難を避ける

ため等、やむを得ない

事由があるときはこの

限りではありません。 
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潮流信号所 
 

４箇所の潮流信号所では、来島海峡の潮流状況を電光表示板で表示し

てい ます。 

表示方法等、潮流情報については、来島海峡海上交通センターのホ

ーム ページをご覧下さい。 
PC サイト URL：http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/  

携帯サイト URL：http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/

ｍ/ 
 

携帯 QR コード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（注）この「汐り」は来島海峡航路の航行安全のため作成し、無料で配布しています。 本冊子を

航海の用に供してはいけません。 

※ＱＲコードは、㈱ﾃﾞﾝｿｰｳｴｰﾌﾞの登録商標です。 

来島海峡海上交通センター 
〒７９４－０００３ 愛媛県今治市湊町２－５－１００ TEL  ０８９８－３１－４９９２ 
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